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研究成果の概要（和文）：本研究は，裁判員制度の導入に伴い，刑事裁判における立証の在り方
が変わらざるをえないという認識のもとに，一般国民が参加する刑事裁判において，証拠法と
その運用がいかにあるべきかを検討したものである。実際の裁判において問題となりうると考
えられる，供述調書を中心とした書面の取扱いと，科学的証拠の証拠能力を中心に，比較法研
究及び裁判員裁判の実態調査をふまえて，問題を抽出するとともに，立法と運用の両面におけ
る考察を加えた。 
 
 
研究成果の概要（英文）：This research is on what the evidence law and practice should be in 
the criminal trial in which layperson participates after the introduction of Saibanin system. 
It takes up especially two kinds of evidence. The one is document including statement out 
of trial and the other is forensic evidence. The research is based on the comparative law 
study and the survey of practice of empirical study of Saibanin trial. 
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2009 年度 3,400,000 1,020,000 4,420,000 
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１．研究開始当初の背景 

2009 年 5 月の裁判員制度の施行に向けて，
刑事裁判のあり方は大きく変わろうとして
いた。裁判所，検察庁，弁護士会のそれぞれ
において，裁判員が参加した場合の公判審理
の方法について検討が加えられるとともに，
実際に生じうる問題点を洗い出すために，各
地で様々なタイプの事件を素材とした多く
の模擬裁判が行われていた。そうした中で，

基本的な考え方として共有されていたのは，
捜査段階で作成された書証の取調べが中心
であったこれまでの公判審理のあり方を，裁
判員が公判期日において目で見て耳で聞い
てわかる審理とすることが強調され，そのた
めに，書面の利用をできるかぎり少なくする
とともに，公判での審理自体をわかりやすい
ものにすることであった。 
このように，一般国民が刑事裁判に参加す
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れば，証拠調べの方法が必然的に変わらざる
をえないことは，既に裁判員制度の導入を巡
る議論がなされていた当時からされていた
のであるが，法令上の手当てとしては，刑事
訴訟規則に裁判員制度の導入をにらんだ若
干の規定が置かれたのみで，刑訴法の証拠法
の部分の改正はなされなかった。これは，刑
訴法の規定自体が，元々は，公判での証人尋
問を軸とした証拠調べを予定したものであ
り，裁判員が参加した審理にも十分に対応で
きるという認識に基づくものであった。しか
し，一般国民が参加する裁判のもとでの証拠
法のあり方は，職業裁判官のみによる審理を
前提とした現行刑訴法とは当然変わるはず
であるし，また，上記の運用の変化は，証拠
法自体の変容を先取りしている部分もある
のではないかと考えられるものであった。 
 
２．研究の目的 
本研究は，こうした問題意識のもとに，証

拠法のうち，いかなる証拠を公判で取り調べ
ることができるかという証拠能力に焦点を
当てて，裁判員制度の下での証拠法のあり方
について検討を加えることを目的とするも
のである。それは，大きくは 2 つに分けられ
る。その 1 つは，公判廷外の供述の取扱いで
あり，もう１つは，科学的証拠の証拠能力で
ある。 
(1) 公判廷外の供述の取扱い  公判廷外でな
された供述の取扱いについて，わが国の刑事
訴訟法は伝聞法則を採用しており，原則とし
て，その証拠能力は否定される。伝聞法則は，
英米法に由来するものであるが，わが国の刑
訴法の規定は，歴史的な経緯もあって，公判
廷外の供述を記載した書面を中心とした規
律になっていることや，刑訴法 321 条 1 項 2
号後段で，検察官調書について公判廷での供
述と相反する場合に証拠能力を認める規定
を設けている点などで，英米における伝聞法
則とはかなりの差異がある。そして，この差
異が，精密な事実認定を志向する実務の運用
とあいまって，書証中心の公判審理を作り出
した 1 つの原因であることが指摘されてきた。
しかし，裁判員制度のもとで，できるかぎり
書面の利用を抑制するという方針のもと，検
察官面前調書についても，証人尋問の中でそ
の内容を明らかにすることにより，それを取
り調べることなく公判で心証をとることな
どが求められている。そうであれば，そもそ
も，その実質証拠としての利用を制限する方
向に規定自体を改正すべきではないのかと
いうことも問題になってくる。 
さらに，裁判員制度のもとでは，直接主義，

口頭主義に基づく審理が必要であるとも言
われる。しかし，そこでいわれる直接主義や
口頭主義が具体的に何を意味するのかは，必
ずしも明らかにされていない。また，とりわ

け直接主義は，大陸法の概念であるが，それ
が伝聞法則とどこが異なり，いかなる意味で
わが国の刑事訴訟法において妥当するのか
も検討がつくされていない問題である。そこ
で，本研究では，英米法系の伝聞法則，大陸
法系の直接主義の内容を，その由来にまで遡
って再検討するとともに，そのうえで，裁判
員制度のもとで，公判廷外の供述をいかなる
要件のもとで認めるのが妥当なのかを検討
する。 
(2)科学的証拠  これまでの職業裁判官に
よる裁判では，証拠の証拠能力は比較的広く
認め，そのうえでその信用性を厳密に判断す
るという手法がとられてきた。しかし，この
ような運用は，素人である裁判員が参加する
裁判のもとで維持することはできず，いかな
る証拠を公判で取り調べることができるか
という証拠能力の判断が重要性を増すこと
が予想される。このことが問題となる証拠の
中でも，実際の裁判において用いられる可能
性が高いのは，ＤＮＡ鑑定に代表される科学
的証拠である。 
科学的証拠については，それぞれの個別証

拠ごとにその許容性の判断基準を検討した
研究は既に存在するが，「科学的証拠」がそ
もそもいかなる範囲の証拠を指し，何ゆえに
それらが特別の法的規律に服するのかとい
う根本的な問題を踏まえた全ての科学的証
拠に共通する証拠能力要件の包括的・総論的
研究は，皆無に等しかった。その背景には，
大きく 2つの要因が作用してきたように思わ
れる。 
その第 1 は，上記のとおり，職業裁判官制

度のもとで，多少証拠能力がルーズに認めら
れても、事実認定能力の高い職業裁判官であ
れば問題は少ないという発想が暗黙のうち
に前提とされてきたことである。そして，第
2 は，「関連性」(relevancy)概念の不明確性で
ある。従来，日本においては科学的証拠を証
拠の関連性の問題として位置づけ議論して
きた。しかし，関連性の問題として扱われる
証拠としては，科学的証拠のほかに，前科・
余罪や悪性格による立証，写実的証拠に至る
まで様々なものが含まれている一方，これら
の証拠の判断基準は個別に論じられ，その統
一的理解はほとんどなされていない。さらに，
多くの見解が「関連性」を自然的関連性と法
律的関連性に分けて論じるが，このような区
別に反対する見解も有力で，「関連性」概念
自体も不明確といわざるを得ない。このよう
に，従来は科学的証拠を含め刑事訴訟法に明
文のない場合の証拠能力論を無批判に曖昧
な「関連性」概念に結びつけることで，ここ
でも各論的研究に終始し，他の証拠群と区別
された形での科学的証拠の許容性について
の包括的研究を阻んできたといえよう 
そこで，本研究では，「関連性」概念をそ



 

 

の起源であるアメリカ証拠法に遡って再構
成し，従来「関連性」の名の下に論じられて
きた他の証拠群と科学的証拠の異同を明確
化したうえで，科学的証拠の一般的許容要件
の総論的検討を行うことを主たる目的とす
る。そして，裁判員制度のもとでの科学的証
拠の許容性の要件について結論を出したう
えで，その立法による明文化についても検討
を行う。 
 
３．研究の方法 
本研究は，(a)公判廷外の供述の取扱いと，

(b)科学的証拠の許容性という 2 つの大きな
柱からなるものであるので，研究分担者をこ
の 2 つのグループに分けて，それぞれに作業
を行うとともに，両グループの情報交換と討
論を行なう研究会を定期的に実施するかた
ちで研究会を行った。 
(1) 具体的な方法の第１は，比較法研究であ
る。まず，(a)公判廷外の供述の取扱いについ
ては，英米法系の伝聞法則と，大陸法系の直
接主義について，関連文献を渉猟し，その成
立の由来と内容を分析した。他方，(b)科学的
証拠の許容性については，アメリカに関して，
連邦最高裁判例の変遷と現在の裁判例及び
学説を網羅的に検討するとともに，関連する
連邦証拠規則の内容及び制定経緯も合わせ
検討した。ドイツについては，ドイツの刑事
証拠法の中での科学的証拠の位置付けと，そ
れに関する判例・学説につき，網羅的な検討
を行った。 
また，比較法研究の一環として，2011 年 9

月末に，日本よりも一足先に刑事裁判への国
民参加が実現した韓国について，国民参与裁
判の下での証拠法とその運用状況につき，現
地調査を実施した。 
(2) 研究方法の第２として，2009 年 5 月か
ら実施された裁判員制度の下で，犯罪事実及
び量刑事実の立証がどのようになされてお
り，従前の職業裁判官のみによる裁判の場合
とどのように変わったのかにつき，裁判員裁
判に関わった実務家に対する聞き取り調査
を行った。 
 
４．研究成果 
(1) 比較法研究に関する成果として，まず，
(a)公判廷外の供述の取扱いについては，ア
メリカにおいて，2004年のCrawford事件で，
対面条項に関する新たな連邦最高裁判例が
出され，新たな展開が見られたこともあり，
それを素材として取り上げたうえで，アメリ
カの伝聞法則について，証人審問権との関係
をふまえた検討を行った。そのうえで，それ
と，現在のわが国の刑事訴訟法 321 条以下の
規定との比較検討を行い，わが国の制度の特
色と，その下で一般国民が刑事裁判に参加し
た場合に生じうる問題点を抽出した。  

また，「科学的証拠の許容性」については，
まず，これまで，科学的証拠の許容性につい
て議論が積み重ねられてきているアメリカ
について，連邦最高裁判例の変遷と現在の裁
判例及び学説を整理，検討した。さらに，イ
ギリスにおいては，Law Commission から，刑
事手続における専門家証人の許容性に関す
る Consultation Paper 及び最終報告書が公
表されたため，その内容について詳細な検討
を行った。これらに加え，オーストリア，カ
ナダについても，科学的証拠に関する最新の
動きを検討し，英米法諸国における科学的証
拠の取扱いに関する最新の知見を共有する
ことができた。この領域については，それと
密接に関連する「証拠の関連性」の概念の内
容を含めて，研究分担者において，近く論文
として公表する予定である。 
さらに，2011 年 9 月末に，韓国の国民参

与裁判の現地調査を実施し，ソウル南部法院
において国民参与裁判を傍聴するとともに，
ソウル中央地検，ソウル中央法院，刑事政策
研究院を訪問し，国民参与裁判に実際に関与
している実務家や，国民参与裁判を研究して
いる研究者にインタビューを行った。その結
果，これまでわが国で紹介されている文献で
は明らかになっていない国民参与裁判の運
用の実情について知見を得るとともに，関連
する資料を入手した。その成果を，わが国の
裁判員裁判との比較という観点から，「韓国
の国民参与裁判の実情」と題する雑誌論文と
してまとめて公表した 
(2) 第 2 は，裁判員制度の施行後，実際の裁
判における公判廷外の供述の取扱いにつき，
文献調査や，裁判員裁判に関わった実務家に
対する聞き取り調査，最高裁及び法務省にお
ける検討会への参加等を通じて得られた成
果である。 
裁判員裁判においては，当事者が同意した

場合においても，裁判所が書証の採否を留保
して，証人尋問や被告人質問を実施するなど，
従前と比較すると，人証を公判での証拠調べ
の中心とする運用がなされている一方で，裁
判員裁判の開始当時に比べると，次第に，書
証の内容が詳しくなるとともに，その取調べ
が行われる頻度が高まるという意味で，揺り
戻しが生じていることが明らかになった。 
(3) これらの比較法研究及びわが国の裁判員
裁判の運用の実態をふまえて，裁判員裁判の
下での証拠法と証明のあり方に関して，定期
的に研究会を開催し，継続的に検討を行った。
その結果は，研究分担者において雑誌論文と
して公表することを予定している。 
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